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告 示 

 

島根県告示第802号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項の指定居宅サ－ビス事業者を次のとおり指定したので、同法第78条

第１号の規定により告示する。 

令和５年12月５日 

島根県知事 丸 山 達 也   

事業者の名称又は氏名 サ－ビスの種類 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日 

株式会社ソウケン 訪問介護 訪問介護ハレルヤ 益田市乙吉町イ334番地２ 令和６年１月５日 

 

 

島根県告示第803号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、次の土地改良区から役員の退任の届出があったの

で、同条第18項の規定により告示する。 

令和５年12月５日 

島根県知事 丸 山 達 也   

益田市土地改良区 

 退任した役員の氏名及び住所 

 理事 

篠原 栄次 益田市横田町206番地 

 

 

島根県告示第804号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定により保安林の指定をするので、同法第33条第６項において

準用する同条第１項の規定により告示する。 

  令和５年12月５日 

島根県知事 丸 山 達 也   

１ 保安林の所在場所 

  出雲市多伎町奥田儀777－１、778－１、779、779－１、780、848－１、849、850－１から850－５まで、1112－１、

1369－１ 

２ 指定の目的 

  水源の
かん

涵養 

３ 指定施業要件 

 ⑴ 立木の伐採の方法  

  ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。 

    ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

 ⑵ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 

  （「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び出雲市役所に備え置いて縦覧に供する。） 
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島根県告示第805号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定により保安林の指定をするので、同法第33条第６項において

準用する同条第１項の規定により告示する。 

  令和５年12月５日 

島根県知事 丸 山 達 也   

１ 保安林の所在場所 

  安来市広瀬町宇波1161、2307－３、2340－３ 

２ 指定の目的 

  水源の
かん

涵養 

３ 指定施業要件 

⑴ 立木の伐採の方法  

  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 

広瀬町宇波1161・2307－３・2340－３（以上３筆について次の図に示す部分に限る。） 

  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 

  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。 

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 

 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び安来市役所に備え置いて縦覧に

供する。） 

 

 

島根県告示第806号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定により保安林の指定をするので、同法第33条第６項において

準用する同条第１項の規定により告示する。 

  令和５年12月５日 

島根県知事 丸 山 達 也   

１ 保安林の所在場所 

  隠岐郡隠岐の島町飯美榧木谷二242－１ 

２ 指定の目的 

  土砂の流出の防備 

３ 指定施業要件 

 ⑴ 立木の伐採の方法 

  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 

隠岐の島町飯美榧木谷二242－１（次の図に示す部分に限る。） 

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 

  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。 

  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

 ⑵ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び隠岐の島町役場に備え置いて縦

覧に供する。） 
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島根県告示第807号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２第１項の規定により保安林の指定施業要件を変更するので、同法第33条の

３において準用する同法第33条第６項において準用する同条第１項の規定により告示する。 

  令和５年12月５日 

島根県知事 丸 山 達 也   

１⑴ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

   大田市（次の図に示す部分に限る。） 

 ⑵ 保安林として指定された目的 

土砂の流出の防備 

 ⑶ 変更後の指定施業要件 

  ア 立木の伐採の方法 

   (ア) 主伐は、択伐による。 

   (イ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標

準伐期齢以上のものとする。 

   (ウ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

  イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 

２⑴ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

   大田市（次の図に示す部分に限る。） 

 ⑵ 保安林として指定された目的 

飛砂の防備 

 ⑶ 変更後の指定施業要件 

  ア 立木の伐採の方法 

   (ア) 主伐は、択伐による。 

   (イ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標

準伐期齢以上のものとする。 

   (ウ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

  イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 

３⑴ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

   大田市（次の図に示す部分に限る。） 

 ⑵ 保安林として指定された目的 

風害の防備 

 ⑶ 変更後の指定施業要件 

  ア 立木の伐採の方法 

   (ア) 主伐に係る伐採種は、定めない。 

   (イ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標

準伐期齢以上のものとする。 

   (ウ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

  イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 

４⑴ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

   大田市（次の図に示す部分に限る。） 
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 ⑵ 保安林として指定された目的 

魚つき 

 ⑶ 変更後の指定施業要件 

  ア 立木の伐採の方法 

   (ア) 主伐に係る伐採種は、定めない。 

   (イ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標

準伐期齢以上のものとする。 

   (ウ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

  イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 

５⑴ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

   大田市（次の図に示す部分に限る。） 

 ⑵ 保安林として指定された目的 

名所又は旧跡の風致の保存 

 ⑶ 変更後の指定施業要件 

  ア 立木の伐採の方法 

   (ア) 主伐は、択伐による。 

   (イ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標

準伐期齢以上のものとする。 

   (ウ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

  イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び大田市役所に備え置いて縦覧に供

する。） 

 

 

島根県告示第808号 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第５項の規定による届出があったので、同条第６項の規定により

次のとおり告示する。 

  令和５年12月５日 

島根県知事 丸 山 達 也   

１ 届出の概要 

 ⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

   益田駅前ビルＥＡＧＡ 益田市駅前町１番30 

 ⑵ 大規模小売店舗を設置する者の名称及び代表者の氏名並びに住所 

   益田市長 山本 浩章 島根県益田市常盤町１番１号 

   島田 満博 島根県益田市駅前町15番22号 

   郷原 良祐 島根県益田市元町16番９号 

   片山 紀彦 広島県広島市中区橋本町６番14－501号 

   片山 雅彦 島根県益田市中島町ロ199番地５ 

   蒲田 絵里 神奈川県横浜市港北区大倉山七丁目21番６－101号 

 ⑶ 大規模小売店舗内の廃止前の店舗面積の合計 

   3,000平方メ－トル 

 ⑷ 大規模小売店舗内の廃止後の店舗面積の合計 
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   896.88平方メ－トル 

 ⑸ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計が1,000平方メ－トル以下となる日 

   令和５年12月31日 

２ 届出年月日 

  令和５年11月21日 

 

公 告 

 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、公共測量の実施について島

根県知事から次のとおり通知を受けたので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により公告する。 

令和５年12月５日 

島根県知事 丸 山 達 也   

１ 作業種類 

公共測量（基準点測量） 

２ 作業期間 

令和５年11月27日から令和６年３月25日まで 

３ 作業地域 

大田市川合町川合地内 

 

正 誤 

 

 令和５年10月24日付け島根県報号外第114号中に誤りがあったので、次のように訂正する。 

ページ 行 誤 正 

４ 上から３ 様式第５号 

 

様式第６号 

 

 


